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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第22期

中間会計期間
第23期

中間会計期間
第22期

会計期間
自　2023年４月１日
至　2023年９月30日

自　2024年４月１日
至　2024年９月30日

自　2023年４月１日
至　2024年３月31日

売上高 （百万円） 19,005 20,873 40,019

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △1,310 641 1,060

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）
（百万円） △1,271 664 912

持分法を適用した場合の投資利益 （百万円） － － －

資本金 （百万円） 1,892 1,895 1,892

発行済株式総数 （千株） 3,516 3,608 3,516

純資産額 （百万円） 1,431 2,943 3,219

総資産額 （百万円） 21,923 22,967 23,553

１株当たり中間（当期）純利益金額又は

１株当たり中間純損失金額（△）
（円） △362.33 186.29 260.10

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
（円） － 175.40 243.38

１株当たり配当額

（円）

   

普通株式 － － －

Ａ種優先株式 － － －

Ｂ種優先株式 － － －

自己資本比率 （％） 6.5 12.8 13.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,577 3,269 529

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △59 △165 △267

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 2,208 △1,753 2,168

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（百万円） 4,986 9,145 7,852

（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成していないため、連結経営指標等の推移については記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３．第22期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在するものの１

株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。
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２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は航空運送

事業を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでいるため、セグメント別の記載は行っておりません。

 

 

(1）経営成績の状況

　当社は、2023年度から2025年度までの中期経営戦略「中期経営戦略2025～国内線で経営基盤を確立し、次の飛躍

へ」の実現に取り組んでおります。「中期経営戦略2025」では、目指すものとして、「コロナ禍前水準以上の回復

と成長」を掲げております。

　中期経営戦略の３カ年はその先の「次の飛躍」への助走期間でもあります。この３カ年で国内線を主体に盤石な

“基盤作り”と“成長への準備”を行ってまいります。

 

　当中間会計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の回復などにより、緩やか

な回復傾向にあります。このような状況のなか、航空需要も上昇基調が継続し、当社におきましても臨時便の運航

など引き続き収益拡大に努めました。

 

 

（就航路線の状況）

　就航路線の状況につきまして、当中間会計期間末における路線便数は、国内定期便１日当たり５路線32往復64

便、国際定期便１日当たり２路線２往復４便であります。

　なお、2020年３月より国際線を運休しております。

（2024年９月30日現在）

路線 便数（１日当たり） 備考

国内定期路線   

北九州－羽田線 11往復22便  

関西－羽田線 ４往復８便  

福岡－羽田線 ８往復16便  

福岡－中部線 ６往復12便  

山口宇部－羽田線 ３往復６便  

国内定期路線 計 32往復64便  

国際定期路線   

北九州－台北（台湾桃園）線 １往復２便 2020年３月11日から運休

中部－台北（台湾桃園）線 １往復２便 2020年３月11日から運休

国際定期路線 計 ２往復４便  

合計 34往復68便  
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　飛行時間につきましては、航空需要の上昇基調が継続し、国内定期便に加え臨時便の運航により、当中間会計期

間の飛行時間は18,157時間（前年同期比0.02％増）となりました。

 

（就航率、定時出発率）

　就航率、定時出発率につきましては、社内で継続して就航率・定時性向上プロジェクト（ON TIME FLYER活動）

を推進しており、当中間会計期間の定時出発率は前年同期を上回る結果となりました。

 

項目
前中間会計期間

（自　2023年４月１日
至　2023年９月30日）

当中間会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

増減

就航率（％） 98.9 98.8 △0.1pt

定時出発率（％） 90.7 92.9 ＋2.2pt

 

　旅客状況につきましては、航空需要の上昇基調の継続に伴い、国内定期便に加え臨時便の運航により、自社提供

座席キロは797百万席・km（前年同期比0.1％増）となり、旅客数は79万人（前年同期比7.6％増）、座席利用率は

79.4％（同5.3ポイント増）となりました。

　上記により、生産量（総提供座席キロ）および有償旅客数は前年同期と比べ増加し、航空運送事業収入は20,796

百万円（前年同期比9.6％増）となりました。また、附帯事業収入は77百万円（前年同期比181.6％増）となり、こ

れらの結果として、当中間会計期間の営業収入は20,873百万円（前年同期比9.8％増）となりました。

 

　費用面につきましては、人件費、航空機材費等が増加した一方で、整備費などが減少した結果、事業費ならびに

販売費及び一般管理費の合計額である営業費用は、20,561百万円（前年同期比0.7％減）となりました。

　これらにより、当中間会計期間における営業利益は312百万円（前年同期は営業損失1,709百万円）、経常利益は

641百万円（前年同期は経常損失1,310百万円）、中間純利益は664百万円（前年同期は中間純損失1,271百万円）と

なりました。

 

 

(2）財政状態の分析

　当中間会計期間末の資産合計は22,967百万円となり、前事業年度末に比べ585百万円減少しました。

　流動資産合計は573百万円減少しましたが、これは主として、現金及び預金が1,268百万円増加した一方で、デリ

バティブ債権が657百万円減少、前払費用が642百万円減少、未収消費税等が458百万円減少したことなどによるも

のです。固定資産合計は11百万円減少しましたが、これは主として、減価償却による減少などによるものです。

　当中間会計期間末の負債合計は20,024百万円となり、前事業年度末に比べ309百万円減少しました。

　これは主として、デリバティブ債務が592百万円増加、未払消費税等が520百万円増加した一方で、借入金（流動

負債および固定負債合計）およびリース債務（流動負債および固定負債合計）が返済により1,753百万円減少、定

期整備引当金が355百万円減少したことなどによるものです。なお、当中間会計期間末の有利子負債残高は4,023百

万円となりました。

　当中間会計期間末の純資産合計は2,943百万円となり、前事業年度末に比べ276百万円減少しました。

　これは主として、中間純利益の計上により利益剰余金が664百万円増加した一方で、デリバティブ取引に係る繰

延ヘッジ損益が947百万円減少したことなどによるものです。
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（3）キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物は9,145百万円となり、前事業年度末に比べ1,293百万円の増加

（前年同期は402百万円の減少）となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、3,269百万円のキャッシュ・インフロー（前年同期は2,577百万円の

キャッシュ・アウトフロー）となりました。

　これは主として、税引前中間純利益が663百万円（前年同期は税引前中間純損失1,309百万円）、前払費用の減少

642百万円（前年同期は384百万円の減少）、未払消費税等の増加520百万円（前年同期は225百万円の減少）などが

あったことによるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、165百万円のキャッシュ・アウトフロー（前年同期は59百万円のキャッ

シュ・アウトフロー）となりました。

　これは主として、有形固定資産の取得による支出51百万円（前年同期は86百万円）および無形固定資産の取得に

よる支出91百万円（前年同期は82百万円）があったことによるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、1,753百万円のキャッシュ・アウトフロー（前年同期は2,208百万円の

キャッシュ・インフロー）となりました。

　これは主として、短期借入金の返済による支出800百万円、長期借入金の返済による支出930百万円（前年同期比

48.1％増）、リース債務の返済による支出23百万円（前年同期比63.8％減）があったことによるものです。
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（4）生産、受注及び販売の実績

①　営業実績

　前中間会計期間および当中間会計期間の営業実績の状況は、次のとおりであります。

　なお、当社は航空運送事業を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでおりますので、提供するサービス別

に記載をしております。

科目

前中間会計期間
（自　2023年４月１日
至　2023年９月30日）

当中間会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

航空運送

事業収入

定期旅客運送収入 18,856 99.2 20,612 98.7

貨物運送収入 74 0.4 79 0.4

不定期旅客運送収入 47 0.2 105 0.5

小計 18,978 99.9 20,796 99.6

附帯事業収入 27 0.1 77 0.4

合計 19,005 100.0 20,873 100.0

（注）１　定期旅客運送収入および貨物運送収入には、全日本空輸株式会社への座席販売および貨物輸送分を含めてお

ります。

２　主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりです。なお、当該取

引の内容は、コードシェアによる座席販売および貨物輸送分であります。

相手先
前中間会計期間 当中間会計期間

販売高（百万円） 割合（％） 販売高（百万円） 割合（％）

全日本空輸株式会社 7,333 38.6 7,997 38.3

 

②　輸送実績

　前中間会計期間および当中間会計期間の輸送実績の状況は、次のとおりであります。

項目
前中間会計期間

（自　2023年４月１日
至　2023年９月30日）

当中間会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

増減率

有償旅客数（人） 734,022 790,099 ＋7.6％

有償旅客キロ（千人・km） 590,963 633,837 ＋7.3％

提供座席キロ（千席・km） 797,104 797,899 ＋0.1％

座席利用率（％） 74.1 79.4 ＋5.3pt

（注）１　上記輸送実績には、全日本空輸株式会社への座席販売分を含めておりません。

２　上記輸送実績は、前中間会計期間の国内線の区間距離を大圏距離に変更しており、当中間会計期間も大圏距

離にて算出しております。

３　有償旅客キロは、路線区間の有償旅客数に区間距離を乗じたものであります。

４　提供座席キロは、路線区間の提供座席数に区間距離を乗じたものであります。
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③　運航実績

　前中間会計期間および当中間会計期間の運航実績は、次のとおりであります。

項目
前中間会計期間

（自　2023年４月１日
至　2023年９月30日）

当中間会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

運航回数（回） 11,361 11,329

飛行距離（千km） 8,455 8,426

飛行時間（時間） 18,153 18,157

（注）　上記運航実績は、前中間会計期間の国内線の区間距離を大圏距離に変更しており、当中間会計期間も大圏距離

にて算出しております。

 

（5）主要な設備

　当中間会計期間において、主要な設備の著しい変動および主要な設備の前事業年度末における計画の著しい変動

はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 11,454,560

A種種類株式 5,500

B種種類株式 2,500

計 11,462,560

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数（株）
（2024年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2024年10月31日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 3,600,390 3,600,390
東京証券取引所

スタンダード市場

１単元の株式数は100株

であります。

完全議決権株式であり、

権利内容に何ら限定のな

い、当社の標準となる株

式であります。

A種種類株式 5,500 5,500 非上場

１単元の株式数は１株で

あります。

また、当該株式には議決

権はありません。

B種種類株式 2,315 2,315 非上場

１単元の株式数は１株で

あります。

また、当該株式には議決

権はありません。

計 3,608,205 3,608,205 － －

（注）１．Ａ種種類株式の内容は以下の通りです。

（１）剰余金の配当

（イ）Ａ種優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日

（以下「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種種類株式を有する株主（以下

「Ａ種種類株主」という。）又はＡ種種類株式の登録株式質権者（Ａ種種類株主と併せて、以下「Ａ種種類株

主等」という。）に対し、１．（９）（イ）に定める支払順位に従い、Ａ種種類株式１株につき、次の１．

（１）（ロ）に定める額の金銭による剰余金の配当（かかる配当によりＡ種種類株式１株当たりに支払われる

金銭を、以下「Ａ種優先配当金」という。）を行う。なお、Ａ種優先配当金に各Ａ種種類株式の数を乗じた金

額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

（ロ）Ａ種優先配当金の金額

Ａ種優先配当金の額は、1,000,000円（以下「払込金額相当額」という。）に、年率5.0％を乗じて算出した額

の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日（但し、当該配当基準日が2021年３月末日に終了する事

業年度に属する場合は、払込期日）（同日を含む。）から当該配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日

数につき、１年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）として日割計算を行うものとする

（除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。）。但し、当該配当

基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてＡ種種類株主等に対して剰余金の配

当（１．（１）（ニ）に定めるＡ種累積未払配当金相当額の配当を除く。）が行われたときは、当該配当基準

日に係るＡ種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

（ハ）非参加条項

当社は、Ａ種種類株主等に対しては、Ａ種優先配当金及びＡ種累積未払配当金相当額（１．（１）（ニ）に定

める。）の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758

条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行わ

れる同法第763条第１項第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこ

の限りではない。
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（ニ）累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種種類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金の配当（当該事

業年度より前の各事業年度に係るＡ種優先配当金につき本（ニ）に従い累積したＡ種累積未払配当金相当額

（以下に定義される。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年度に係るＡ種優先配当金の額（当該事業年度

の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、１．（１）（ロ）に従い計算される

Ａ種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、１．（１）（ロ）但書の規定は適用されないもの

として計算するものとする。）に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日（同日を

含む。）以降、実際に支払われる日（同日を含む。）まで、年利5.0％で１年毎の複利計算により累積する。

なお、当該計算は、１年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）とした日割計算により行う

ものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。本（ニ）に

従い累積する金額（以下「Ａ種累積未払配当金相当額」という。）については、１．（９）（イ）に定める支

払順位に従い、Ａ種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるＡ種累積未払配当金相当額

に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該

端数は切り捨てる。

（２）残余財産の分配

（イ）残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株主等に対し、１．（９）（ロ）に定める支払順位に従い、Ａ

種種類株式１株につき、払込金額相当額に、Ａ種累積未払配当金相当額及び１．（２）（ハ）に定めるＡ種日

割未払優先配当金額を加えた額（以下「Ａ種残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。但し、本（イ）に

おいては、残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」という。）が配当基準日の翌日（同日を含む。）か

ら当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準

日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてＡ種累積未払配当金相当額を計算する。なお、Ａ種残余財

産分配額に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるとき

は、当該端数は切り捨てる。

（ロ）非参加条項

Ａ種種類株主等に対しては、１．（２）（イ）のほか、残余財産の分配は行わない。

（ハ）日割未払優先配当金額

Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日とし

てＡ種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、１．（１）（ロ）に従い計算されるＡ種優先配当金相

当額とする（以下、Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額を「Ａ種日割未払優先配当金額」とい

う。）。

（３）金銭を対価とする取得請求権

（イ）金銭対価取得請求権の内容

Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、金銭を対価としてその有するＡ種種類

株式の全部又は一部を取得することを請求すること（以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求を

した日を、以下「金銭対価取得請求日」という。）ができるものとし、当社は、当該金銭対価取得請求に係る

Ａ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法

第461条第２項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求日に、Ａ種種類株主に対して、次に定める

取得価額の金銭を交付するものとする。但し、分配可能額を超えてＡ種種類株主から取得請求があった場合、

取得すべきＡ種種類株式は取得請求される株式数に応じた按分比例の方法により決定する。Ａ種種類株式１株

当たりの取得価額は、金銭取得対価請求日における(i)Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当額、(ii)Ａ種

累積未払配当金相当額及び(iii)Ａ種日割未払優先配当金額の合計額をいう。なお、本１．（３）の取得価額

を算出する場合は、１．（１）（ニ）に定めるＡ種累積未払配当金相当額の計算及び１．（２）（ハ）に定め

るＡ種種類株式１株当たりのＡ種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び

「分配日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて、Ａ種累積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先

配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満

たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

（４）金銭及び普通株式を対価とする取得請求権

（イ）金銭及び普通株式対価取得請求権の内容

Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、(i)１．（４）（ロ）に定める額の金

銭（以下、「請求対象金銭」という。）及び(ii)１．（４）（ハ）に定める数の普通株式（以下「請求対象普

通株式」という。）の交付と引換えに、その有するＡ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求するこ

と（以下「金銭及び普通株式対価取得請求」といい、金銭及び普通株式対価取得請求をした日を、以下「金銭

及び普通株式対価取得請求日」という。）ができるものとし、当社は、当該金銭及び普通株式対価取得請求に

係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象金銭及び請求対象普通

株式を、当該Ａ種種類株主に対して交付するものとする。
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（ロ）Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、Ａ種種類株式１株当たりのＡ種累積未払配当金相当額及

びＡ種日割未払優先配当金額の合計額に金銭及び普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の数を乗じて得ら

れる額（但し、当該額が金銭及び普通株式対価取得請求日における会社法第461条第２項所定の分配可能額を

超える場合には、当該分配可能額と同額とする。）とする。なお、本１．（４）においては、Ａ種日割未払優

先配当金額の計算における「分配日」を「金銭及び普通株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、Ａ

種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭及び普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の取得と引換

えに交付する金銭に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

（ハ）Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当額を、１．

（４）（ニ）及び１．（４）（ホ）で定める取得価額で除して得られる数とする。また、金銭及び普通株式対

価取得請求に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に満たない端数があるとき

は、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付は行わな

い。

（ニ）当初取得価額

取得価額は、当初、1,651.9円とする。

（ホ）取得価額の調整

(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株

式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式

数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て

後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
 分割前発行済普通株式の数

分割後発行済普通株式の数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。

②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
 併合前発行済普通株式の数

併合後発行済普通株式の数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普

通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本（ホ）において同じ。）の取得による場合、普通

株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付

する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。取得価額

調整式における「１株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正

な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日

以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日

以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行

する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処

分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

 

    （発行済普通株式数

－ 当社が保有する普通株

式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数

× １株当たり払込金額

調整後取

得価額
＝

調整前取

得価額
× 普通株式１株当たりの時価

    
（発行済普通株式数 － 当社が保有する普通株式の数）

＋新たに発行する普通株式の数

④当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１株当たりの時

価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処

分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払

込期間の最終日。以下、本④において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無

償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。）に、また株主割当日がある

場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみな

し、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後

取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日
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の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得

に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の

確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付さ

れたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株

予約権の行使に際して出資される財産（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評

価額とする。以下、本⑤において同じ。）の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る価

額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場合

を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予

約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。）に、また株主割当日

がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付

されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予

約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用し

て計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新

株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以

降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で

確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該

対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、

当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子

会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普

通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はＡ種種類株主等に対し

て、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知し

た上、取得価額の調整を適切に行うものとする。

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割

による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価

額の調整を必要とするとき。

②取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当た

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③その他、発行済普通株式数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ず

る事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。

(d)取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日（但し、取得価額を調

整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当

該公表が行われた日）に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の売

買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ」という。）の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。以下同じ。）とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通

取引が行われる日をいい、ＶＷＡＰが発表されない日は含まないものとする。

(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまると

きは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整

の計算において斟酌される。

(f)本（ホ）に定める取得価額の調整は、Ａ種種類株式と同日付で発行される当社の株式及び新株予約権について

は適用されないものとする。

（へ）金銭及び普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
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（ト）金銭及び普通株式対価取得請求の効力発生

金銭及び普通株式対価取得請求の効力は、金銭及び普通株式対価取得請求に要する書類が１．（４）（ヘ）に

記載する金銭及び普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日の

いずれか遅い時点に発生する。

（チ）普通株式の交付方法

当社は、金銭及び普通株式対価取得請求の効力発生後、当該金銭及び普通株式対価取得請求をしたＡ種種類株

主に対して、当該Ａ種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の

保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

（５）普通株式を対価とする取得請求権

（イ）普通株式対価取得請求権

Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、１．（５）（ロ）に定める数の普通株

式（以下「請求対象普通株式（普通株式対価）」という。）の交付と引換えに、その有するＡ種種類株式の全

部又は一部を取得することを請求すること（以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求を

した日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。）ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請

求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式（普通株

式対価）を、当該Ａ種種類株主に対して交付するものとする。

（ロ）Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当額、

(ii)Ａ種累積未払配当金相当額及び(iii)Ａ種日割未払優先配当金額の合計額を、１．（５）（ハ）及び１．

（５）（ニ）で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式

の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものと

し、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付は行わない。

（ハ）当初取得価額

取得価額は、当初、1,651.9円とする。

（ニ）取得価額の調整

取得価額の調整については、１．（４）（ホ）を準用する。

（ホ）普通株式対価取得請求受付場所

普通株式対価取得請求受付場所については、１．（４）（へ）を準用する。

（へ）普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力発生については、１．（４）（ト）を準用する。

（ト）普通株式の交付方法

普通株式の交付方法については、１．（４）（チ）を準用する。

（６）金銭を対価とする取得条項

当社は、払込期日の５年後の応当日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価償還日」とい

う。）が到来することをもって、Ａ種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知（撤回不

能とする。）を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、Ａ種種類株式の全部又は一部を取

得することができる（以下「金銭対価償還」という。）ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式を

取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式の数に、(ii)①Ａ種種類株式１株当たりの払込金

額相当額に、金銭対価償還日に先立つ連続する30取引日のＶＷＡＰの平均値を金銭対価償還日における１．（４）

（ニ）及び１．（４）（ホ）で定める取得価額で除して算出した数値を乗じて得られる額（但し、当該額がＡ種種類

株式１株当たりの払込金額相当額を下回る場合には、Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当額とする。）並びに②

Ａ種累積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、Ａ種種類株主に対

して交付するものとする。なお、本（６）においては、Ａ種累積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額の

計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、Ａ種累

積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るＡ種種類株式の取得と引

換えに交付する金銭に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。Ａ種種類株式の一部を取得

するときは、按分比例の方法によって、Ａ種種類株主から取得すべきＡ種種類株式を決定する。

（７）譲渡制限

Ａ種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

（８）株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

（イ）当社は、Ａ種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

（ロ）当社は、Ａ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え

ない。

（ハ）当社は、Ａ種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
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（９）優先順位

（イ）Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金相当額、Ｂ種優先配当金、Ｂ種累積未払配当金相当額及び普通株式を有

する株主又は普通株式の登録株式質権者（以下、「普通株主等」と総称する。）に対する剰余金の配当の支払

順位は、Ａ種累積未払配当金相当額が第１順位、Ａ種優先配当金が第２順位、Ｂ種累積未払配当金相当額が第

３順位、Ｂ種優先配当金が第４順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第５順位とする。

（ロ）Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種種類株式に係る残余財産

の分配を第１順位、Ｂ種種類株式に係る残余財産の分配を第２順位、普通株式に係る残余財産の分配を第３順

位とする。

（ハ）当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うため

に必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じ

た比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

（10）会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

（11）株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由

当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、Ａ種種類株式は当社株主総会における議決権がないため、Ａ

種種類株式についての単元株式数は１株とします。

（12）議決権の有無及びその理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

（注）２．Ｂ種種類株式の内容は以下の通りです。

（１）剰余金の配当

（イ）Ｂ種優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日

（以下「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたＢ種種類株式を有する株主（以下

「Ｂ種種類株主」という。）又はＢ種種類株式の登録株式質権者（Ｂ種種類株主と併せて、以下「Ｂ種種類株

主等」という。）に対し、２．（８）（イ）に定める支払順位に従い、Ｂ種種類株式１株につき、２．（１）

（ロ）に定める額の金銭による剰余金の配当（かかる配当によりＢ種種類株式１株当たりに支払われる金銭

を、以下「Ｂ種優先配当金」という。）を行う。なお、Ｂ種優先配当金に、各Ｂ種種類株主等が権利を有する

Ｂ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

（ロ）Ｂ種優先配当金の金額

Ｂ種優先配当金の額は、1,000,000円（以下「払込金額相当額」という。）に、年率1.0％を乗じて算出した額

の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日（但し、当該配当基準日が2021年３月末日に終了する事

業年度に属する場合は、払込期日）（同日を含む。）から当該配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日

数につき、１年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）として日割計算を行うものとする

（除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。）。但し、当該配当

基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてＢ種種類株主等に対して剰余金の配

当（（ニ）に定めるＢ種累積未払配当金相当額の配当を除く。）が行われたときは、当該配当基準日に係るＢ

種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

（ハ）非参加条項

当社は、Ｂ種種類株主等に対しては、Ｂ種優先配当金及びＢ種累積未払配当金相当額（（ニ）に定める。）の

額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ

若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第

763条第１項第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りでは

ない。

（ニ）累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてＢ種種類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金の配当（当該事

業年度より前の各事業年度に係るＢ種優先配当金につき本（ニ）に従い累積したＢ種累積未払配当金相当額

（以下に定義される。）の配当を除く。）の総額が、当該事業年度に係るＢ種優先配当金の額（当該事業年度

の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、２．（１）（ロ）に従い計算される

Ｂ種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、２．（１）（ロ）但書の規定は適用されないもの

として計算するものとする。）に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日（同日を

含む。）以降、実際に支払われる日（同日を含む。）まで、年利1.0％で１年毎の複利計算により累積する。

なお、当該計算は、１年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）とした日割計算により行う

ものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。本（ニ）に

従い累積する金額（以下「Ｂ種累積未払配当金相当額」という。）については、２．（８）（イ）に定める支

払順位に従い、Ｂ種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるＢ種累積未払配当金相当額

に、各Ｂ種種類株主等が権利を有するＢ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該

端数は切り捨てる。
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（２）残余財産の分配

（イ）残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種種類株主等に対し、２．（８）（ロ）に定める支払順位に従い、Ｂ

種種類株式１株につき、払込金額相当額に、Ｂ種累積未払配当金相当額及び２．（２）（ハ）に定めるＢ種日

割未払優先配当金額を加えた額（以下「Ｂ種残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。但し、本（イ）に

おいては、残余財産の分配が行われる日（以下「分配日」という。）が配当基準日の翌日（同日を含む。）か

ら当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準

日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてＢ種累積未払配当金相当額を計算する。なお、Ｂ種残余財

産分配額に、各Ｂ種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるとき

は、当該端数は切り捨てる。

（ロ）非参加条項

Ｂ種種類株主等に対しては、２．（２）（イ）のほか、残余財産の分配は行わない。

（ハ）日割未払優先配当金額

Ｂ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日とし

てＢ種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、２．（１）（ロ）に従い計算されるＢ種優先配当金相

当額とする（以下、Ｂ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額を「Ｂ種日割未払優先配当金額」とい

う。）。

（３）金銭を対価とする取得請求権

Ｂ種種類株主は、Ｂ種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、金銭を対価としてその有するＢ種種類株式の

全部又は一部を取得することを請求すること（以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以

下「金銭対価取得請求日」という。）ができるものとし、当社は、当該金銭対価取得請求に係るＢ種種類株式を取得

するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第２項所定の分配

可能額を限度として、金銭対価取得請求日に、Ｂ種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものと

する。但し、分配可能額を超えてＢ種種類株主から取得請求があった場合、取得すべきＢ種種類株式は取得請求され

る株式数に応じた按分比例の方法により決定する。Ｂ種種類株式１株当たりの取得価額は、金銭取得対価請求日にお

ける(i)Ｂ種種類株式１株当たりの払込金額相当額、(ii)Ｂ種累積未払配当金相当額及び(iii)Ｂ種日割未払優先配当

金額の合計額をいう。なお、本（３）の取得価額を算出する場合は、２．（１）（ニ）に定めるＢ種累積未払配当金

相当額の計算及び２．（２）（ハ）に定めるＢ種種類株式１株当たりのＢ種日割未払優先配当金額の計算における

「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて、Ｂ種累積未払配当

金相当額及びＢ種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るＢ種種類株式の取得と引換えに

交付する金銭に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

（４）普通株式を対価とする取得請求権

（イ）普通株式対価取得請求権

Ｂ種種類株主は、Ｂ種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、２．（４）（ロ）に定める数の普通株

式（以下「請求対象普通株式」という。）の交付と引換えに、その有するＢ種種類株式の全部又は一部を取得

することを請求すること（以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下

「普通株式対価取得請求日」という。）ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るＢ種種

類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該Ｂ種種類株主に

対して交付するものとする。

（ロ）Ｂ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ｂ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)Ｂ種種類株式１株当たりの払込金額相当額、

(ii)Ｂ種累積未払配当金相当額及び(iii)Ｂ種日割未払優先配当金額の合計額を、２．（４）（ハ）及び２．

（４）（ニ）で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るＢ種種類株式

の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものと

し、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付は行わない。

（ハ）当初取得価額

取得価額は、当初、2,141円とする。

（ニ）取得価額の調整

(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式

無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数

（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発

行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
 分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割当てに

係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。
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②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
 併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通

株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本（ニ）において同じ。）の取得による場合、普通株式を

目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合

を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。取得価額調整式にお

ける「１株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とす

る。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また株主

への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用す

る。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」

は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保

有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

    （発行済普通株式数

－ 当社が保有する普通株

式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数

× １株当たり払込金額

調整後取

得価額
＝

調整前取

得価額
× 普通株式１株当たりの時価

    
（発行済普通株式数 － 当社が保有する普通株式の数）

＋新たに発行する普通株式の数

④当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価

を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分す

る場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間

の最終日。以下、本④において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその

日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額

調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とす

る。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、ま

た株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付され

る普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発

行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算

出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予

約権の行使に際して出資される財産（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額

とする。以下、本⑤において同じ。）の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る価額を

もって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場合を含

む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無

償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場

合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたもの

とみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価

額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額

を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用す

る。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合

は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件

で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の

翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執

行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約

権には適用されないものとする。

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はＢ種種類株主等に対し

て、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した

上、取得価額の調整を適切に行うものとする。

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割に

よる他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の

調整を必要とするとき。
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②取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり

使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③その他、発行済普通株式数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる

事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。

(d)取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日（但し、取得価額を調整

すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公

表が行われた日）に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加

重平均価格（以下「ＶＷＡＰ」という。）の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五

入する。以下同じ。）とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行わ

れる日をいい、ＶＷＡＰが発表されない日は含まないものとする。

(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるとき

は、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計

算において斟酌される。

(f)本（ニ）に定める取得価額の調整は、Ｂ種種類株式と同日付で発行される当社の株式及び新株予約権については

適用されないものとする。

（ホ）普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（へ）普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が２．（４）（ホ）に記載する普通株式

対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生す

る。

（ト）普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたＢ種種類株主に対して、当該

Ｂ種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式

の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

（５）金銭を対価とする取得条項

当社は、払込期日の６年後の応当日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価償還日」とい

う。）が到来することをもって、Ｂ種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知（撤回不

能とする。）を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、Ｂ種種類株式の全部又は一部を取

得することができる（以下「金銭対価償還」という。）ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るＢ種種類株式を

取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るＢ種種類株式の数に、(ii)①Ｂ種種類株式１株当たりの払込金

額相当額並びに②Ｂ種累積未払配当金相当額及びＢ種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、

Ｂ種種類株主に対して交付するものとする。なお、本（５）においては、Ｂ種累積未払配当金相当額及びＢ種日割未

払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読

み替えて、Ｂ種累積未払配当金相当額及びＢ種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るＢ種種

類株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。Ｂ種種類

株式の一部を取得するときは、按分比例の方法によって、Ｂ種種類株主から取得すべきＢ種種類株式を決定する。

（６）譲渡制限

Ｂ種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

（７）株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

（イ）当社は、Ｂ種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

（ロ）当社は、Ｂ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え

ない。

（ハ）当社は、Ｂ種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

（８）優先順位

（イ）Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金相当額、Ｂ種優先配当金、Ｂ種累積未払配当金相当額及び普通株式を有

する株主又は普通株式の登録株式質権者（以下、「普通株主等」と総称する。）に対する剰余金の配当の支払

順位は、Ａ種累積未払配当金相当額が第１順位、Ａ種優先配当金が第２順位、Ｂ種累積未払配当金相当額が第

３順位、Ｂ種優先配当金が第４順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第５順位とする。

（ロ）Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種種類株式に係る残余財産

の分配を第１順位、Ｂ種種類株式に係る残余財産の分配を第２順位、普通株式に係る残余財産の分配を第３順

位とする。
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（ハ）当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うため

に必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じ

た比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

（９）会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

（10）株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由

当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、Ｂ種種類株式は当社株主総会における議決権がないため、Ｂ

種種類株式についての単元株式数は１株とします。

（11）議決権の有無及びその理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

 

EDINET提出書類

株式会社スターフライヤー(E26084)

半期報告書

19/34



（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2024年５月31日

（注）１

普通株式
89,175

普通株式

3,598,015

 A種種類株式

5,500

 B種種類株式

2,500

― 1,892 ― 1,392

2024年５月31日

（注）２

Ｂ種種類株式
△185

普通株式

3,598,015

 A種種類株式

5,500

 B種種類株式

2,315

― 1,892 ― 1,392

2024年７月26日

（注）３

普通株式

2,375

 普通株式

3,600,390

 A種種類株式

5,500

 B種種類株式

2,315

3 1,895 3 1,395

（注）１．2024年５月23日開催の取締役会において、「Ｂ種種類株主からの普通株式を対価とする取得請求権に対処

するため、必要な新株発行を行う件」について決議し、同月31日に実行しております。

Ｂ種種類株主である宜本興産株式会社が保有する全185株を普通株式へ引き換える取得請求の申し出を受け

たものです。当該株式発行時に締結された引受契約書にともなう発行要領に従い、実行に必要な普通株式

の数を89,175株と算出し双方で確認を行っております。

２．上記（注）１．で引き換えを行ったＢ種種類株式については消却いたしました。

３．2024年６月27開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬としての新株発行について決議し、同年７月26日

に実行いたしました。

募集株式の種類及び数：　　　　　　　　普通株式2,375株

募集株式の払込金額：　　　　　　　　　１株につき2,630円

出資の目的とする財産の内容及び価額：　当社取締役４名に付与される当社に対する金銭報酬債権の

合計６百万円を現物出資の目的とする。

増加する資本金の額：　　　　　　　　　３百万円

増加する資本準備金の額：　　　　　　　３百万円

 

当中間会計期間末日後から提出日までの間に、発行済株式総数、資本金・資本準備金の変動はありません。
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（５）【大株主の状況】

  2024年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

ＡＮＡホールディングス株式会社 東京都港区東新橋１丁目５番２号 514,700 14.30

株式会社ジャパネットホールディン

グス
長崎県佐世保市日宇町2781 500,000 13.89

ＴＯＴＯ株式会社 福岡県北九州市小倉北区中島２丁目１番１号 140,000 3.89

宜本興産株式会社 福岡県北九州市若松区南二島２丁目22番11号 105,000 2.92

株式会社エアトリ 東京都港区愛宕２丁目５番１号 103,900 2.89

株式会社安川電機 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２番１号 94,660 2.63

北九州エアターミナル株式会社 福岡県北九州市小倉南区空港北町６番 80,000 2.22

株式会社エアトリインターナショナ

ル
東京都港区愛宕２丁目５番１号 79,500 2.21

株式会社日本カストディ銀行（三井

住友信託銀行再信託分・九州電力株

式会社及び九州電力送配電株式会社

退職給付信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号 70,000 1.94

日産自動車株式会社 神奈川県横浜市神奈川区宝町２番地 60,000 1.67

計 － 1,747,760 48.55

※持ち株比率は、当社の発行済株式総数から自己株式399株を除いて算出しております。

また、Ａ種種類株式、Ｂ種種類株式には、議決権がないため、上記表から除外しております。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2024年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
A種種類株式 5,500 － 詳細については、(1)株式の総数

等に記載のとおりであります。B種種類株式 2,315 －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 300

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,595,200 35,952

権利内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式であり

ます。

単元未満株式 普通株式 4,890 － －

発行済株式総数  3,608,205 － －

総株主の議決権  － 35,952 －

（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式99株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2024年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

（自己保有株式）

株式会社スターフライ

ヤー

福岡県北九州市小倉南区空港北

町６番北九州空港スターフライ

ヤー本社ビル

300 － 300 0.01

計 － 300 － 300 0.01

 

 

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について
　当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（2024年４月１日から2024年９月30日

まで）に係る中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。

 

３．中間連結財務諸表について
　「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第95条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、

中間連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は、次のとおりであります。

資産基準　　　　　　　0.2％

売上高基準　　　　　　0.0％

利益基準　　　　　　　1.1％

利益剰余金基準　　　△1.1％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１【中間財務諸表】

（１）【中間貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2024年３月31日)
当中間会計期間
(2024年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,654 9,922

営業未収入金 ※２ 2,296 ※２ 1,879

商品 1 0

貯蔵品 621 689

前払費用 1,179 537

未収入金 ※２ 868 ※２ 996

その他 1,783 806

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 15,406 14,832

固定資産   

有形固定資産   

航空機材（純額） ※２ 4,340 ※２ 4,160

リース資産（純額） 500 476

その他 1,063 1,051

有形固定資産合計 5,904 5,687

無形固定資産 467 496

投資その他の資産 1,774 1,951

固定資産合計 8,147 8,135

資産合計 23,553 22,967

負債の部   

流動負債   

営業未払金 2,479 2,964

短期借入金 ※１ 800 －

１年内返済予定の長期借入金 ※２,※３ 1,802 ※２,※３ 1,296

リース債務 46 46

未払金 1,144 1,010

未払法人税等 43 145

契約負債 461 481

その他 147 1,480

流動負債合計 6,925 7,427

固定負債   

長期借入金 ※２,※３ 2,606 ※２,※３ 2,180

リース債務 522 499

定期整備引当金 10,158 9,802

その他 120 114

固定負債合計 13,407 12,597

負債合計 20,333 20,024

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,892 1,895

資本剰余金 5,305 5,308

利益剰余金 △4,598 △3,933

自己株式 △1 △1

株主資本合計 2,598 3,269

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 607 △339

評価・換算差額等合計 607 △339

新株予約権 13 13

純資産合計 3,219 2,943

負債純資産合計 23,553 22,967
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（２）【中間損益計算書】

  （単位：百万円）

 
 前中間会計期間

(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

 当中間会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

営業収入 19,005 20,873

事業費 19,241 18,958

営業総利益又は営業総損失（△） △235 1,915

販売費及び一般管理費 ※１ 1,473 ※１ 1,603

営業利益又は営業損失（△） △1,709 312

営業外収益   

受取利息及び配当金 0 15

為替差益 414 326

貯蔵品売却収入 37 4

補助金収入 － 12

その他 3 17

営業外収益合計 456 375

営業外費用   

支払利息 23 24

支払手数料 29 0

固定資産除却損 4 0

貯蔵品売却損 － 21

その他 － 0

営業外費用合計 57 46

経常利益又は経常損失（△） △1,310 641

特別利益   

補助金収入 1 0

固定資産受贈益 － 22

特別利益合計 1 22

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） △1,309 663

法人税、住民税及び事業税 6 97

法人税等調整額 △44 △99

法人税等合計 △37 △1

中間純利益又は中間純損失（△） △1,271 664
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（３）【中間キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
 前中間会計期間

(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

 当中間会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） △1,309 663

減価償却費 398 376

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

定期整備引当金の増減額（△は減少） △1,046 △355

受取利息及び受取配当金 △0 △15

支払利息 23 24

為替差損益（△は益） △220 157

補助金収入 △1 △12

固定資産除却損 4 0

売上債権の増減額（△は増加） 210 416

棚卸資産の増減額（△は増加） △39 △67

前払費用の増減額（△は増加） 384 642

未収入金の増減額（△は増加） 5 △195

未収消費税等の増減額（△は増加） △838 458

仕入債務の増減額（△は減少） 272 484

未払金の増減額（△は減少） 230 △156

未払消費税等の増減額（△は減少） △225 520

契約負債の増減額（△は減少） 74 20

その他 △381 243

小計 △2,460 3,206

利息及び配当金の受取額 0 15

利息の支払額 △23 △24

補助金の受取額 12 28

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △107 44

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,577 3,269

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △133 △153

定期預金の払戻による収入 133 153

有形固定資産の取得による支出 △86 △51

無形固定資産の取得による支出 △82 △91

差入保証金の差入による支出 △51 △22

差入保証金の返還による収入 160 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △59 △165

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 800 △800

長期借入れによる収入 2,100 －

長期借入金の返済による支出 △628 △930

リース債務の返済による支出 △63 △23

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,208 △1,753

現金及び現金同等物に係る換算差額 27 △56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △402 1,293

現金及び現金同等物の期首残高 5,388 7,852

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 4,986 ※１ 9,145

 

EDINET提出書類

株式会社スターフライヤー(E26084)

半期報告書

26/34



【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

※１　当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。

　また、資金調達の機動性および安定性の確保を図るため、取引金融機関９社とコミットメントライン契約

を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2024年３月31日）
当中間会計期間

（2024年９月30日）

当座借越極度額 （百万円） 1,800 1,000

貸出コミットメントの総額 （百万円） 2,000 2,000

借入実行残高 （百万円） 800 －

差引額 （百万円） 3,000 3,000

　上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項のいずれかに抵触し

た場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。

前事業年度（2024年３月31日）

①　2024年３月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2,000百万円以上

に維持すること。

②　2024年３月期末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。

③　2024年３月期末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、13,000百万円以上

としないこと。

 

当中間会計期間（2024年９月30日）

①　2024年３月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2,000百万円以上

に維持すること。

②　2024年３月期末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。

③　2024年３月期末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、13,000百万円以上

としないこと。

 

 

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2024年３月31日）
当中間会計期間

（2024年９月30日）

航空機材 （百万円） 3,911 3,783

　また、営業未収入金および未収入金合計のうち600百万円は、当座借越契約の担保として譲渡担保が

設定されております。

　担保付債務は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2024年３月31日）
当中間会計期間

（2024年９月30日）

１年内返済予定の長期借入金 （百万円） 281 250

長期借入金 （百万円） 312 187

計 （百万円） 593 437
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※３　シンジケートローン契約

　当社は、航空機材の購入資金の一部に充当するため、航空機材を担保として、取引銀行２行とシンジケー

トローン契約を締結しております。

　上記のシンジケートローン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項のいずれかに抵触した

場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。

前事業年度（2024年３月31日）

①　2023年３月期以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を

2,000百万円以上に維持すること。

②　2023年３月期以降の各事業年度末日における単体の事業年度の損益計算書に記載される経常損益を２期

連続して損失としないこと。

 

当中間会計期間（2024年９月30日）

①　2023年３月期以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を

2,000百万円以上に維持すること。

②　2023年３月期以降の各事業年度末日における単体の事業年度の損益計算書に記載される経常損益を２期

連続して損失としないこと。
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（中間損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
　前中間会計期間

（自　2023年４月１日
　　至　2023年９月30日）

　当中間会計期間
（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

給料手当等（百万円） 255 316

販売手数料（百万円） 361 369

賃借料（百万円） 211 254

減価償却費（百万円） 115 96

業務委託費（百万円） 142 124

貸倒引当金繰入額（百万円） △0 △0

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 
前中間会計期間

（自　2023年４月１日
至　2023年９月30日）

当中間会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

現金及び預金（百万円） 5,783 9,922

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

（百万円）
△797 △776

現金及び現金同等物（百万円） 4,986 9,145
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（株主資本等関係）

前中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

１　配当金支払額

　該当事項はありません。

 

２　基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３　株主資本の著しい変動に関する事項

　株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。

 

 

当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１　配当金支払額

　該当事項はありません。

 

２　基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

３　株主資本の著しい変動に関する事項

　株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

　当社は、航空運送事業を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでおります。また、経営資源の配分の決定

や業績評価は、当社全体で行っております。したがって、事業セグメントは単一であるため、セグメント情報の

記載を省略しております。

 

当中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

　当社は、航空運送事業を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでおります。また、経営資源の配分の決定

や業績評価は、当社全体で行っております。したがって、事業セグメントは単一であるため、セグメント情報の

記載を省略しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

項目

前中間会計期間
（自　2023年４月１日
至　2023年９月30日）

当中間会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

事業セグメント 事業セグメント

航空運送事業 航空運送事業

定期旅客運送収入 18,856 20,612

貨物運送収入 74 79

不定期旅客運送収入 47 105

附帯事業収入 27 77

顧客との契約から生じる収益 19,005 20,873

 

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前中間会計期間

（自　2023年４月１日
至　2023年９月30日）

当中間会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

１株当たり中間純利益金額又は

１株当たり中間純損失金額（△）
△362円33銭 186円29銭

（算定上の基礎）   

中間純利益金額又は中間純損失金額（△）（百万

円）
△1,271 664

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る中間純利益金額又は中間純損失金

額（△）（百万円）
△1,271 664

普通株式の期中平均株式数（株） 3,508,464 3,568,748

   

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 － 175円40銭

（算定上の基礎）   

中間純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） － 221,550

（うち新株予約権）（株） － 221,550

（注）　前中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在するものの１株当た

り中間純損失であるため記載しておりません。

 

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2024年10月31日

株式会社スターフライヤー

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

福岡事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 尾﨑　更三

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 前田　拓哉

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社スター

フライヤーの2024年４月１日から2025年３月31日までの第23期事業年度の中間会計期間（2024年４月１日から2024年９月

30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記

について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、株式会社スターフライヤーの2024年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において

認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその

他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸

表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続

を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度

の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、

EDINET提出書類

株式会社スターフライヤー(E26084)

半期報告書

33/34



継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し

て限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手し

た証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと

信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並

びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評

価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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